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地域の訓練に参加 
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自治会で実施し、 
地域の訓練へも参加 

23.0% 

未実施等 
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自治会 
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すまいのきずな  
【発行】  公営住宅管理部  都営管理課  

～自 治 会 通 信 ～  N o . 3  
平 成 3 0 年 春 号  

自治会における防災訓練の実施状況を把握するため、「すまいのきずな 平成 29年秋号」で

アンケートを配布いたしました。その結果、多数の自治会からご回答いただきました。ご協力

ありがとうございました。 

 ご回答いただいた自治会の

6 割強が「実施」もしくは「参

加」という結果となりました。 

アンケートハガキを未提出

の場合は、お電話などでも構

いませんので、防災訓練の実

施状況について、情報を提供

していただきますようお願い

いたします。 

 

平成 28 年度の都営住宅における火災発生件数は 68 件

で、死傷者も発生しています。そうした被害を減らすため

にも、防災訓練の実施は重要です。 

区・市役所や消防署などにご相談のうえ、ぜひ実施され

るようお願いいたします。 

実施している自治会では、右記のような支援を受けてい

るとの回答も見られました。公社にお問い合わせいただけ

れば、管轄の消防署をご紹介いたします。 

 また、お住まいの地域の町会などでも、毎年防災訓練を

開催していますので、自治会での防災訓練の実施が難しい

場合には、それらの訓練を有効に活用してください。 

 

八王子大和田町アパートの自治会のみなさま

が、八王子消防署の支援を受けて、訓練を実施し

ました。 

訓練では、約 100 名が参加し、消火器を用いた

消火訓練や煙体験ハウスでの避難訓練、ＡＥＤの

取扱を体験する応急救護訓練を実施しました。 

参加した居住者からは、「いざというときに役立

つ経験ができて、大変参考になった。」との声があ

り、大変有意義な訓練となりました。 

・消防署職員による訓練指導 

・訓練用備品や起震車の借入 

・非常用食糧の支給 

・防災備品の支給 

・区・市役所等 

・消防署 

・地域の消防団 

・近隣町会、学校等 

平成 29 年 10月 8 日 八王子大和田町アパート 

（棟数 8、入居戸数 407） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本紙 に関するお問 い合 わせは、 J K K東京  お客 さまセンターへ 

受 付 時 間 ： 9  時  ～ 1 8  時 （ 土 日 ・ 祝 日 ・ 年 末 年 始 は除 く ）  

 
☎  0 5 7 0 - 0 3 - 0 0 7 1 

☎  0 5 7 0 - 0 3 - 0 0 7 2 
・入居者の安否確認の要請など 緊急のご連絡は 

 こちらへ（ 2 4 時間 3 6 5 日お受けします。）  

一部の IP  電話・PHS 等、上記の番号がご利用できない方はこちらへ  ☎  03－6812－1171 

  

 
・本紙に関するお問い合わせ 都営管理課都営管理係 

2 

立川窓口センターでは、5 つの自治会に出席して

いただき懇談会を開催しました。議題は、右記の項

目を中心に、自治会役員が日頃から抱えている自治

会活動に関する問題やその解決方法について、さま

ざまな情報交換を行いました。 

その中で、特に話題となった緊急連絡先の収集と

保管方法についてご紹介いたします。 

ある自治会では、居住者の緊急連絡先や家族構成など 

を把握していなかったため、緊急時の対応に苦慮してい 

ましたが、次のような取組を実施したことで、緊急時の 

問い合わせにも、迅速に対応できるようなりました。 

①入居時に、緊急時以外には使用しないことを条件と 

して、任意で緊急連絡先や家族構成などの必要な情 

報を提供してもらう。 

②自治会長などの責任者のみが開錠できる金庫内で保 

管する。 

みなさまの自治会でも、ご参考の上、取り組まれてみてはいかがでしょうか。 

 自治会でお困りのことがありましたら、窓口センターの都営相談係（巡回管理人）にお気

軽にご相談ください。 

 JKK 東京では、みなさまから入居者の安否確認の要請があれば、迅速な情報収集及び入室

確認を行っています。 

平成 28年度に入室対応をした安否確認件数 531件のうち、348件で救出や無事の確認をす

ることができました。 

自治会のみなさまにお願いです。団地にお住まいの方について「電気が点きっぱなし」「洗

濯物が取り込まれていない」「郵便物が溜まっている」などの異変がございましたら、警察

及び消防に通報するとともに当公社のお客さまセンターへご連絡願います（迅速に安否確認

を実施いたします）。 

入室及び復旧に係る費用は、東京都が負担します。 

・自治会活動について 

・団地内敷地の維持管理について 

・自治会が実施する見守り活動について 

・公社が実施する安否確認の取り組み

状況について 

平成 29 年 10月 20 日 懇談会の様子 


